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令和７年度 公益財団法人とっとり県民活動活性化センター 

民間の資源を活用した「寄付助成・寄贈・ボランティア等」 

による活動団体の支援事業紹介 
 

※以下の支援プログラムは、令和７年２月２５日現在のものです。変更される場合もありますので、 

その都度センターのホームページで詳細をご確認ください。https://tottori-katsu.net/ 

 

１．公募による寄贈・助成 
 
（１）第１１回とっとりイーパーツＰＣ寄贈プログラム 

企業からのリユースＰＣを市民活動団体へ無償で寄贈し、その情報化を支援します。 

※認定ＮＰＯ法人イーパーツ（東京）との協働事業。 

〔対象団体〕市民活動団体（法人格の有無は問いません。定款又は規約等が必要。地縁団体は不可。） 

〔支援内容〕リユースパソコンおよび周辺機器の寄贈 ※送料、ライセンス発行、ＰＣ再生協力金等が必要 

〔募集期間〕令和７年５月～７月 （予定） 
 

（２）中国ろうきんＮＰＯ寄付システム寄付配分事業 

中国労働金庫の普通預金口座を通じて、福祉や環境などＮＰＯ法上の２０の活動分野毎に入金された県内の寄付金

を、特定非営利活動（ＮＰＯ）法人に配分します。 

※中国５県でＮＰＯ支援に取り組む５つの中間支援組織と中国労働金庫の協働事業。 

〔対象団体〕県内のＮＰＯ法人（設立１年以上）  

〔助成金額〕１団体５万円（１０団体程度） 〔対象経費〕活動費・運営費全般 

〔募集期間〕令和７年１２月頃 （予定） 
 
（３）あいおいニッセイ同和損保助成プログラム 

  あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の役職員による寄付金（任意の募金制度「ＭＳ＆ＡＤゆにぞんスマイルクラ

ブ」）と、会社からの同額寄付を加えた鳥取県独自の助成プログラムです。 

〔対象団体〕ＮＰＯ等、市民活動・地域づくり活動を行う県内の団体（設立１年以上、法人格の有無は問わない） 

〔助成金額〕１団体上限５万円（５団体程度） 〔対象経費〕活動費・運営費全般  

〔募集期間〕令和７年１２月～令和８年１月頃 （予定） 
 

（４）とりぎん青い鳥基金 

鳥取県内で活動する持続可能な地域づくりに取り組む団体へ鳥取銀行が助成 

する事業です。ＳＤＧｓ(教育活動・まちづくり活動)に関連した活動が対象。 

    〔対象団体〕地域づくり活動を行う県内の団体  

    〔助成金額〕１団体上限５０万円（予定） 

〔応募期間〕上期募集：令和７年４月１日～７月３１日 

下期募集：令和８年１０月１日～令和８年１月３１日 
 
 
２．登録・企業等とのマッチングによる寄付助成 

 

※事前に登録をいただき、企業等とマッチングが成立した場合に、助成を受けることができます。 
 

 

寄付つき商品プロジェクト「お買い物チャリティー」「とっとりカンパイチャリティー」による寄付配分 

※「とっとり世界子どもの日寄付キャンペーン」（令和７年１１月～１２月予定） 

 企業が提供する商品・サービスや飲食店の売上の一部を地域の課題解決に取り組む団体に寄付するプロジェクト。 

本プロジェクトの一環として、令和７年１１月～１２月には「とっとり世界子どもの日寄付キャンペーン」の実施を予

定してます。 

〔対象団体〕ＮＰＯ等、市民活動・地域づくり活動を行う県内の団体（法人格の有無は問わない） 

30



〔寄付金額〕各企業・店舗等の売上に応じて寄付  〔対象経費〕活動費・運営費全般 

〔登録期間〕随時（キャンペーンの参加登録は４月～８月を予定） 

 
 

３．専門家、ボランティア等によるノウハウ支援 
 
（１）専門家派遣事業 

   ＮＰＯ等活動団体からの専門的な相談に対して、税理士、行政書士、司法書士、社会保険労務士、中小企業診断士、ＩＣＴ

支援アドバイザー等を無料で派遣します。 

  〔対象団体〕ＮＰＯ活動・地域づくり活動を行う県内の団体（法人格の有無は問いません） 〔申込期間〕随時 
 

（２）社会人・若者ボランティア（プロボノワーカー）による「とっとりプロボノ」事業 

   職業上持っている知識・技術や経験を活かして社会貢献する県内外の社会人・若者ボランティア（プロボノワーカー）

がチームを組んで、一定期間、ＮＰＯ等の支援を行う。 

〔対象団体〕ＮＰＯ等、市民活動・地域づくり活動を行う県内の団体（法人格の有無は問いません） 

〔実施団体〕１～２団体程度 ※センターにおいて審査・マッチングを行い、決定します。 

〔支援内容〕マーケティング基礎調査、事業計画立案等 〔募集期間〕調整中 

 

 

 

＜お問合せ先＞ 

公益財団法人 とっとり県民活動活性化センター 倉吉市山根557-1 パープルタウン２階 

  TEL 0858-24-6460 / ファクシミリ 0858-24-6470 /  E-mail  info@tottori-katsu.net 

  ホームページ https://tottori-katsu.net/ 

●東部担当 県東部地域振興事務所１階 東部振興課内 TEL 0857-20-3528 担当：谷 

●中部担当 パープルタウン２階 センター事務所内  TEL 0858-26-6262 担当：椿 

●西部担当 県西部総合事務所３階 西部振興課内  TEL 0859-31-9694  担当：池淵 
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